
問１―１ 

（対後藤大臣） 
４月２５日 参・内閣委  小沼 巧君 

問１（対大臣）．特定受託事業者の妊娠、出産、育児
介護等との両立への配慮について、特定受託事業者
が特定業務委託事業者に対して配慮を申し出た場合
に、特定業務委託事業者から契約解除等の不利益な
取り扱いを受けることが無いようにすることが必
要。今後、法施行に際しては、不利益取り扱いをし
てはならない旨を明確化すべきではないか、見解如
何。 

【注】

 
 

 

 
１．本法案では、発注事業者は、フリーランスが育児介
護等と業務を両立できるよう、フリーランスからの申
出に応じて必要な配慮を行うことが求められる。 

 
２．具体的には、フリーランスの申出を受けて、就業時
間を短縮するなど、フリーランスの希望を踏まえた契
約内容の変更等を行うことが考えられる。 

 
  



問１―２ 

３．一方、申出があったことだけを理由として、フリー
ランスにとって望ましくない行為（注）が行われるこ
とも想定されることから、そういった取り扱いがなさ
れることがないよう、厚生労働大臣の定める指針等に
おいて、望ましくない取り扱い等の明確化を図ってい
くことにしたいと考えている。 
（注）例えば、育児介護等が必要となったフリーランスにおいて、業

務遂行能力が変わらず、当初の契約も十分に履行できることが見込

まれる中、発注事業者がフリーランスとの協議なく、そのことのみ

を事由として、一方的に契約解除が行われるなど 

 

４．今後、関係者の意見を聴きつつ、取引の実態を踏ま
えながら指針の内容を検討するとともに、丁寧な周知
を図ることで、個々のフリーランスの希望や業務の内
容等に応じ、当事者間で柔軟な配慮が講じられるよう
取り組んでいきたい。 

 
５．なお、事業者間取引については、取引自由の原則の
下、取引内容そのものへの行政の介入は最小限にとど
めるべきとの観点（注）から、本法案においては、特
定受託事業者が申出を行った場合の不利益取扱いを禁
止することとはしていない。 

 （注）不利益取扱いの禁止については、このほか、申出に応じた取

引条件の変更の幅を狭め、特定業務委託事業者の負担や「発注控

え」につながるおそれがあること等の課題が考えられる。 
 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取

引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 

  



問１―３ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 
 

（妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮） 

第十三条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託（政令で定める期

間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新により当該政

令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。）に限る。

以下この条及び第十六条第一項において「継続的業務委託」とい

う。）の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定

受託事業者（当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人

である場合にあっては、その代表者）が妊娠、出産若しくは育児又は

介護（以下この条において「育児介護等」という。）と両立しつつ当

該継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の

育児介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければならない。 

２ 特定業務委託事業者は、その行う継続的業務委託以外の業務委託の

相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業

者（当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である場

合にあっては、その代表者）が育児介護等と両立しつつ当該業務委託

に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況

に応じた必要な配慮をするよう努めなければならない。 

 

（申出等） 

第十七条 特定業務委託事業者から業務委託を受け、又は受けようとす

る特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、

厚生労働大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきこと

を求めることができる。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調

査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に

基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。 

３ 第六条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。 
 



問２―１ 

（対後藤大臣） 
４月２５日 参・内閣委 小沼 巧 君 

問２（対大臣）.特定受託事業者の育児介護等との両
立への配慮について、特定受託事業者が申し出た場
合には、特定業務委託事業者は必要な配慮を「しな
ければならない」又は「努めなければならない」こ
ととされており、その旨を特定業務委託事業者に対
し周知徹底することが必要と思うが、見解如何。 

 

１．（先ほども申し上げたとおり）本法案では、発注事
業者に対し、フリーランスからの申出に応じ、育児介
護等と業務を両立できるよう必要な配慮をしなければ
ならないこととしている。 
 なお、取引が一定期間以上に及ぶ継続的業務委託
（注１）については配慮義務、それ以外の業務委託に
ついては配慮の努力義務としている。 

（注１）育児介護等の配慮義務に係る継続的業務委託の期間

は、１年以上を想定している。 

 
２．個人として働くフリーランスにとって、育児介護等
と業務の両立は重要な課題。 
 育児介護等の配慮義務を実効的なものとするために
は、議員ご指摘のとおり、発注事業者に、この規定の
趣旨・内容をご理解いただき、適切な対応が行われる
ようにすることが重要であると考えている。 

 
３．このため、育児介護等の配慮として発注事業者に求
められる対応の具体例等について、厚生労働大臣の定
める指針等においてお示しするとともに、説明会の開
催、パンフレットの配布、関係省庁のウェブサイトへ
の掲載、関係団体を通じた周知など、様々な方法で、
周知徹底を図ってまいりたい。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取

引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  



問２―２ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 
 

（妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮） 

第十三条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託（政令で定める期

間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新により当該政

令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。）に限る。

以下この条及び第十六条第一項において「継続的業務委託」とい

う。）の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定

受託事業者（当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人

である場合にあっては、その代表者）が妊娠、出産若しくは育児又は

介護（以下この条において「育児介護等」という。）と両立しつつ当

該継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の

育児介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければならない。 

２ 特定業務委託事業者は、その行う継続的業務委託以外の業務委託の

相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業

者（当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である場

合にあっては、その代表者）が育児介護等と両立しつつ当該業務委託

に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況

に応じた必要な配慮をするよう努めなければならない。 

 



問３―１ 

（対後藤大臣） 
４月２５日 参・内閣委  小沼 巧君 

問３（対大臣）．特定受託業務従事者に対するハラス
メント行為に係る必要な体制整備等の措置につい
て、単に相談を聞いておしまいではなく、具体的な
解決につながることが重要。特定業務委託事業者に
おいて必要な措置が適切かつ十分に講じられるよ
う、講じるべき具体的な措置の内容について、第 15
条に基づく指針等において関係者の意見を丁寧に聞
きながら明確化していくことが必要ではないか、見
解如何。 

【注】

  

 
１．法第15条の厚生労働大臣が定める指針においては、
ハラスメント対策のため、発注事業者が講じるべき措
置として、 
① ハラスメント行為を行ってはならない旨の方針を
明確化し、従業員に対してその方針を周知・啓発す
ること、 

② ハラスメント行為を受けた者からの相談に適切に
対応するために必要な体制の整備、 

③ ハラスメント行為が発生した場合の事後の迅速か
つ適切な対応 

などを定めることを想定している。 
  



問３―２ 

 
２．今後、厚生労働省において、 
・ フリーランス取引の実態を踏まえた検討を行う観
点から、フリーランス関係団体や労使団体等に参画
いただく検討の場を設け、幅広くご意見を伺いなが
ら検討し、 

・ 発注事業者が講ずべきハラスメント対策の具体例
（注）もお示しするなど、実効的なハラスメント対
策が講じられるよう取り組んでいく。 

 （注）従業員に対する周知・啓発の例 

    ・ 社内報、パンフレットの配布 

    ・ 従業員に対する研修・講習の実施 等 

相談窓口の例 

・ 相談担当者を定めること 

・ 外部の機関に相談への対応を委託すること 等 

 
３．さらに、指針について、丁寧な周知を図り、発注事
業者が適切に対策を講じ、フリーランスがハラスメン
ト被害を受けることなく安心して働くことのできる環
境の整備に努めてまいりたい。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取

引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 

  



問３―３ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 
 

（業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置

等） 

第十四条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業

務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言

動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その者から

の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要

な措置を講じなければならない。 

一 性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者（その

者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、

当該法人）に係る業務委託の条件について不利益を与え、又は性的な

言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること。 

二 特定受託業務従事者の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働

省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害すること。 

三 取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係る業

務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業

務従事者の就業環境を害すること。 

２ 特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者が前項の相談を行った

こと又は特定業務委託事業者による当該相談への対応に協力した際に

事実を述べたことを理由として、その者（その者が第二条第一項第二

号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人）に対し、

業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならない。 

 

（指針） 

第十五条 厚生労働大臣は、前三条に定める事項に関し、特定業務委託

事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 

 
 



問４―１ 

（対政府参考人） 
４月２５日 参・内閣委  小沼 巧君 

問４（対政府参考人）．フリーランス・トラブル 110番
について、今回の法案に関する相談も含めて適切に
対応できるよう、相談体制の強化を図るとともに、
更なる周知・広報が必要ではないか、見解如何。 

【注】  

 
１．フリーランス・トラブル110番は、フリーランスの
方が、発注者等との取引上のトラブルについて、弁護
士にワンストップで相談できる窓口として、令和２年
11月に設置したものであり、これまでに１万件を超え
る相談に丁寧に対応してきた。 

 
２．令和５年度予算（注１）では、相談件数の増加を踏
まえ、相談対応弁護士の増員や弁護士の事務サポート
を行う事務職員の増員等、相談体制の拡充を行ってい
る。 
（注１）予算額（厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁

計）：1.4億円（令和４年度：1.0億円） 

 
３．本法案が成立した場合、フリーランス・トラブル
110番は、一層、重要な役割を果たすものと考えてお
り、本法案に関する相談にも十分対応し、実効性のあ
る解決につながるよう、 
・ 法施行に向けた相談体制の整備を図る（注２）と
ともに、 

・ 様々な機会を捉えて周知・啓発を行うことで、 
多くの方にご利用いただけるよう取り組んでまいりた
い。 
（注２）法施行後の相談件数の増加に対応できるよう、相談

対応弁護士や弁護士のサポートを行う事務職員の増員等を

検討。  



問４―２ 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取

引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 

  









問５―２ 

３．このように、物価高等に伴うコスト増について、フ
リーランスと十分な協議を行うことなく、一方的に低
い報酬額を定める場合などは、買いたたきとして問題
となり得るが、買いたたきに関する考え方をガイドラ
インなどで明らかにし、関係者に周知することにより、
発注事業者とフリーランスの間の協議を促していくこ
ととしたい。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問５―３ 

（参考）本法案第５条第１項第４号 

 

第５条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委

託（政令で定める期間以上の期間行うもの（当該業務委託に係

る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこ

ととなるものを含む。）に限る。以下この条において同じ。）を

した場合は、次に掲げる行為（第２条第３項第２号に該当する

業務委託をした場合にあっては、第１号及び第３号に掲げる行

為を除く。）をしてはならない。 

一～三 略 

四 特定受託事業者の給付の内容と同種または類似の内容の給

付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当

に定めること。 

五 略 

２ 略 

 

 



問６―１ 

（対政府参考人） 
４月２５日 参・内閣委 小沼 巧 君 

問６（対政府参考人）．（参考人質疑を踏まえて）本法
案の施行後は、その運用実態に関し、特定受託事業
者側も対象に含めた、正確かつ詳細な実態調査を行
うべきではないか。 

  また、調査を受けて、指針／ガイドラインを作成
するのであれば、それによってフリーランスが適切
に保護されるべきではないか。 

  これらの点につき、政府参考人の見解如何。 
【注】

 

 
１．フリーランスについては、多種多様な業態において
取引が行われていると考えられることから、本法案が
成立した場合には、まずは、フリーランスに係る取引
の状況等の実態調査を通じ、業種別の課題等の把握に
努めることとしたい。  

 
２．また、本法案の成立以降、本法案についての解釈を
明確にするためのガイドライン等を定める場合には、
フリーランスに係る取引の実態調査の結果を含め、
様々な業種の取引実態を踏まえつつ、フリーランスあ
るいは発注事業者の双方の関係者の意見をよく確認し
て、しっかりと検討し、適切に見直しを行ってまいり
たい。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 



問７―１ 

（対後藤大臣） 

４月 25 日 参・内閣委 小沼 巧 君 

問７（対大臣）．「業務委託をした場合は、直ちに」だ

けでなく、契約締結時にも給付内容・報酬額等を書

面等で明示すべきではないか、見解如何。 

【注】

 

 

１．本法案第３条では、発注事業者がフリーランスに業
務委託をした場合に、給付の内容、報酬の額などの取
引条件の明示を義務付けている。 

 
２．ここでいう「業務委託をした場合」とは、発注事業
者とフリーランスとの間で、業務委託についての合意、
すなわち、契約が成立していることが前提となる。 

 
３．そのため、本法案第３条の取引条件の明示を義務付
けることによって、 
・ 業務委託契約の内容を明確にさせて後々のトラブ
ルを未然に防止することができること、 

・ また、取引上のトラブルが生じたとしても業務委
託契約の内容についての証拠として活用できること、 

から、フリーランスに係る取引適正化等を十分に図る
ことができるものと考えており、契約締結時の条件明
示までは義務付けていない。 

 
 
 
 



問７―２ 

【更に、契約締結時の条件明示を求められた場合】 
 
４．事業者取引における契約自由の原則の観点から、事
業者取引に対する行政の介入は最小限にとどめるべき
であることにも留意が必要。 

 
５．御指摘のように、契約締結時において書面等で給付
内容・報酬額等といった取引条件の明示を義務付けた
場合、契約直後の書面等の交付とあわせて、極めて近
接した２つの時点での書面等での条件明示を義務付け
ることとなる。 

 

６．さらに、この場合、 

・ 契約直後の書面等の交付のみを義務付ける下請代
金法と取扱いが異なることとなり、発注事業者にお
いて実務上の混乱が生じるとともに、 

・ 契約締結時の条件明示が特に小規模な発注事業者
にとって負担となり、フリーランスへの「発注控
え」につながるおそれもある 

と考える。 
 
７．こうした点を踏まえ、本法案においては、契約締結

時の書面等での条件明示は盛り込まないこととした
ものであり、まずは、募集情報の的確表示や、業務
委託契約直後の書面等による取引条件の明示の遵
守・定着を図っていく。  

  



問７―３ 

更問．契約締結時の給付内容・報酬額等の書面等によ
る明示義務について、今回の法案で義務付けられな
いとしても、施行後３年を目途とした見直しの際
に、問題となる事例や実態を把握し、義務化すべき
との意見について考慮・検討すべきではないか、見
解如何。 

 

まずは、本法案を適切に執行することにより、フリ

ーランスに関する取引の適正化を図ることとしたい。 

 そのうえで、本法案附則の「検討規定」に基づき、

フリーランスに係る取引の実態把握に努めるともに、

ご指摘の契約締結時の契約内容等の明示義務も含め、

幅広く関係者の意見を確認していくことにより、施行

後３年を目途に検討してまいりたい。 

 

（参考）４月２１日参・本会議 高木かおり議員への後藤大臣

答弁（議事録（未定稿）抜粋） 

施行後３年をめどとした見直しの対応方針についてお尋ね

がありました。 

本法案については、法案附則の検討規定に基づき、法施行

後の特定受託事業者をめぐる取引情勢の分析や、様々な業種

における課題の把握などに努めるほか、幅広く関係者の意見

を確認していくことにより、施行後３年をめどにしっかりと

検討してまいります。 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 

 



問７―４ 

（参考１）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

第二章 特定受託事業者に係る取引の適正化 

（特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等） 

第三条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事

業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電

磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以

下この条において同じ。）により特定受託事業者に対し明示しなけれ

ばならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないこ

とにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないもの

とし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められ

た後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に

対し明示しなければならない。 

２ 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的

方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記

載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規

則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、

特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引

委員会規則で定める場合は、この限りでない。 

 

第三章 特定受託業務従事者の就業環境の整備 

（募集情報の的確な表示） 

第十二条 特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載す

る広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法（次項

において「広告等」という。）により、その行う業務委託に係る特定

受託事業者の募集に関する情報（業務の内容その他の就業に関する事

項として政令で定める事項に係るものに限る。）を提供するときは、

当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはなら

ない。 

２ 特定業務委託事業者は、広告等により前項の情報を提供するとき

は、正確かつ最新の内容に保たなければならない。 

  



問７―５ 

（参考２）業務委託前の取引条件の明示義務について 
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問８―１ 

（対後藤大臣） 
４月２５日 参・内閣委 小沼 巧 君 

問８（対大臣）． 業界・業種ごとの標準契約書の作
成・普及をすべきではないか、見解如何 
【注】

 

 
１．フリーランスの取引については、令和３年に作成・
公表した「フリーランスとして安心して働ける環境を
整備するためのガイドライン」において、問題が生じ
やすい事項の未然防止を目的として、業種横断的な契
約書のひな型例を提示している。 

 
２．また、（参考人ご指摘の）文化庁の「文化芸術分野
の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」におい
ては、それまで文化芸術分野において契約の書面化が
進んでこなかったこと等を背景として、スタッフ業務
や実演家の出演に関する契約書のひな型例が提示され
ていることは承知している。 

 
３．業界・業種ごとの標準契約書の作成・普及に関して
は、まずは、本法案が成立した場合に、その施行の状
況等を分析し、業種別の課題等の把握に努めることと
したい。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 参事官 渡辺 正道 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  



問８―２ 

（参考１）「フリーランスとして安心して働ける環境を整備す

るためのガイドライン」に基づく契約書のひな形例 

 



問８―３ 

 



問８―４ 

 



問８―５ 

 



問８―６ 

 



問８―７ 

 



問８―８ 

 



問８―９ 

（参考２）「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」

に基づく契約書のひな形例 

スタッフ業務（１頁目抜粋） 

 

 



問８―１０ 

実演家の出演（1頁目抜粋） 

 




